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米
穀
自
治
管
理
法
の
賓
施

八

木

芳

之

助

現
行
米
穀
統
制
法
の
補
強
工
作
た
る
米
穀
自
治
管
理
法
は
、

既
に
去
る
九
月
二
十
日
上
り
施
行
さ
れ
、
之
が
賃
施
に
必
要
友

る
同
法
施
行
令
及
び
同
法
施
行
規
則
も
銃
に
去
る
九
月
ト
六
日

に
公
布
さ
れ
た
。

而
し
て
先
日
耕
民
表
さ
れ
た
内
地
不
の
第
一
問

抽
胤
加
山
収
隣
一
両
氏
六
千
七
百
ハ
十
市
内
γ

刊
の
塑
作
で
る
り
、
b
v
h
h
r
i
M
f

、1

・

-
L
e
4
F
F
丸
刈
，
I

地
米
作
も
半
年
作
以
上
で
あ
る
と
議
想
さ
れ
、
従
っ
て
明
米
穀

年
度
に
於
て
は
持
越
過
剰
米
が
相
蛍
の
数
量
に
上
る
こ
と
が
確

貫
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
結
よ
り
す
れ
ば
自
治
管
理
法
の
護
動
は

愈
#
必
至
と
見
ら
れ
る
情
勢
と
な
っ
た
。
併
し
自
治
管
理
法
の

稜
動
に
は
、
米
慣
が
米
穀
統
制
法
公
定
の
標
準
最
低
債
格
の
上

値
一
一
割
以
下
に
る
る
こ
と
が
僚
件
と
友
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
今
後

の
自
治
管
理
法
の
務
動
は
一
に
此
の
結
に
懸
る
乙
と
L

当
た
っ
た
。

内
外
地
米
と
も
、
そ
の
牧
穫
が
豊
作
で
る
る
と
の
見
込
が
確
寅

と
怠
れ
ば
、
米
債
は
標
準
最
低
債
格
の
上
健
一
一
測
を
割
ら
'
な
い

米
穀
自
治
管
理
法
の
貸
施

と
は
限
ら
友
い
か
ら
、
今
や
自
治
管
理
法
褒
動
の
可
能
性
ほ
相

営
漉
厚
に
存
ず
る
失
第
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
秋
に
際
し
、
蕊

に
米
穀
自
治
管
理
法
の
利
弊
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
加
ふ
る
こ

と
は
必
や
し
も
徒
爾
で
は
友
か
ら
う
。

米
穀
自
治
管
理
法
は
現
行
米
穀
統
制
法
の
有
つ
若
干
の
快
陥

を
補
強
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
却
ち
先
づ
第
一
に
米
穀
統

制
法
は
外
地
米
の
移
入
統
制
を
絞
い
て
ゐ
る
か
ら
、
外
地
米
の

市
ゆ
入
は
季
緒
的
に
一
半
均
さ
れ
合
、

そ
の
結
果
出
盛
期
に
於
付
る

内
版
米
悦
格
h
E
T
P

叫
に
際
泊
す
る
。
一
児
に
間
口
氏
蜘
に
瓦
円
U
J

て
凱

袋
小
』
ヲ
る
に
、

内
地
市
揚
に
於
て
内
地
米
を
質
上
げ
て
某
の
慣
格

の
引
上
を
行
ふ
と
き
は
.
そ
れ
に
件
ふ
て
、
内
地
市
場
に
移
入
さ

れ
る
外
地
米
の
債
格
も
共
の
産
地
の
究
用
債
格
以
上
に
騰
貴
す

る
こ
と
L
な
る
か
ら
、
そ
れ
行
け
外
地
に
於
け
る
米
作
へ
の
投

資
を
助
長
し
、
愈
々
外
地
過
剰
米
の
増
大
を
促
す
。
さ
れ
ば
米
穀

統
制
法
は
外
地
米
の
移
入
を
奨
繭
す
る
た
め
に
、
内
地
米
を
買

上
ぐ
る
が
如
き
脊
観
さ
へ
呈
す
る
。
第
二
に
米
穀
統
制
法
の
下

で
は
、
米
債
を
し
て
最
高
最
低
の
二
公
定
債
格
内
に
あ
ら
し
め

る
た
め
、
政
府
は
公
定
債
格
で
無
限
に
米
の
買
上
又
は
費
渡
を

第
四
十
三
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第
五
披
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米
穀
自
治
待
問
訟
の
貸
施

行
ふ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
よ
っ
て
米
作
豊
凶
の
米
僚
に
及

げ
す
影
響
は
飴
程
之
を
松
和
し
、
米
岡
山
安
定
の
寅
を
摩
げ
る
こ

と
を
得
た
が
、
之
が
矯
め
財
政
負
捨
を
過
大
怒
ら
し
め
る
こ
と

を
免
れ
な
い
。
第
三
に
米
穀
統
制
法
の
下
で
は
、
米
恨
の
季
節

的
費
動
の
悩
が
従
来
に
比
し
て
必
す
し
も
縮
小
さ
れ
や
、
そ
れ
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己

白
山
寸

R
b

作
K
し
て
米
僚
が
最
低
償
絡
を
下
廻
る
揚
合
に
は
、
中
小
農
は

家
計
に
徐
裕
の
な
い
庭
か
ら
換
金
を
急
ぎ
、
生
産
米
を
牧
穫
後

直
ち
に
最
低
依
絡
で
政
府
に
責
波
す
が
、
粧
済
的
に
徐
裕
の
あ

る
大
地
主
や
米
穀
商
等
の
所
謂
大
手
筋
は
、
米
慣
が
最
高
債
格

に
近
づ
く
ま
で
、
そ
の
手
持
米
を
買
却
せ
千
、
ま
た
政
府
買
上
米

も
最
高
債
格
で
な
け
れ
ば
頁
却
出
来
な
い
か
ら
」
訟
に
米
「
有
が

ず
れ
」
な
る
奇
現
象
を
生
み
、
端
境
期
に
近
づ
く
に
従
ワ
て
.
米

僚
が
上
昇
す
る
こ
と
誌
な
る
。

か
く
米
債
が
季
節
的
に
平
均
さ

れ
守
、
端
境
期
に
近
づ
く
に
従
っ
て
、
棋
準
最
高
債
格
に
ま
で
上

昇
ず
る
こ
と
は
、

一
般
消
費
者
に
E

と
り
で
不
利
な
る
は
云
ふ
迄

も
友
〈
、
ま
た
農
村
内
部
に
於
て
も
米
作
農
家
に
し
て
幾
分
か

飯
米
を
購
入
せ
ざ
る
を
得
た
い
小
農
戸
数
が
、
米
作
農
家
繰
戸

第
四
十
三
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第
五
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回

七
五
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数
の
四
割
強
を
占
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
情
に
徴
す
る
も
、
端
境

期
に
向
つ
て
の
米
債
高
は
、
反
枇
命
田
政
策
的
・
な
る
影
響
を
及
す

も
の
と
云
ふ
べ
き
で
る
る
。

か
h

ふ
る
米
穀
統
制
訟
の
右
つ
訣
院
を
除
去
す
る
た
め
、
米
穀

問
符
udu
剥
が
泊
拍
品
川
川
さ
れ
あ
に
恋
f
J

た
c

と
の
白
治
相
H
迎
訟
の

内
容
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

一
、
本
法
は
内
地
、
朝
鮮
及
蚕
轡
を
泊
中
る
過
剰
米
穀
を
統

制
す
る
鏡
、
内
地
、
朝
鮮
及
要
輔
聞
に
於
て
米
穀
の
自
治
管
理
を

行
は
し
む
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
市
し
て
と
の
過
剰
米
の
数

量
は
、
勾
年
十
一
月
一
日
現
在
に
於
け
る
米
穀
の
・
箭
給
推
算
を

内
地
及
び
外
地
を
通
じ
て
行
ひ
、
そ
れ
よ
り
之
を
算
出
す
る
。

而
し
て
こ
の
過
剰
数
量
の
範
圏
内
で
決
定
さ
れ
る
貯
蔵
米
の
内

地
及
び
外
地
に
封
す
る
割
首
は
、
米
穀
管
外
移
出
数
量
の
増
加

趨
勢
の
外
に
、
米
穀
管
外
移
出
数
量
、
米
穀
牧
穫
の
豊
凶
等
を

参
酌
し
て
之
を
定
め
る
が
、
山
一
品
分
の
内
は
共
の
割
蛍
比
率
は
内

地
百
分
の
三
十
五
、
朝
鮮
百
分
の
四
十
=
一
、
蚕
轡
百
分
の
二
十

二
と
す
る
。



三
、
政
府
は
と
の
過
剰
米
を
貯
蔵
せ
し
め
る
た
め
、
内
地
で

は
市
町
村
、
朝
鮮
で
は
府
郡
島
.
事
組
問
で
は
臓
又
は
都
市
の
地

域
を
翠
位
と
し
て
、
米
穀
統
制
組
合
を
設
立
せ
し
め
る
。
而
し

て
こ
の
統
制
組
合
の
組
合
員
た
る
者
は
、
北
バ
の
地
域
内
に
於
け

る
、
(
イ
)
水
稲
田
五
段
歩
以
上
の
自
作
者
、
(
ロ
)
水
稲
岡
一
町

歩
以
上
の
小
作
者
、
二
プ
水
稲
凹
一
町
歩
以
上
の
地
主
、

水
問
問
一
町
歩
以
上
の
白
作
袋
小
作
者
、
相
し
自
作
同
K
付
て

正
比
、
う
‘
‘
t
u
E
刊

f
問

主

羽
ι
日
ゼ
ー
さ
十
本
「
、

-
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H
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f
刷
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-
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d
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一

〆

，
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一

ノ

1
A
1
1
i

一
町
止
中
以
上
の
自
作
佐
川
は
小
竹
余
、
川
上
、
又
に
自
作
社
小
作
品
問

地
主
、
相
一
し
自
作
悶
に
付
て
は
、
比
パ
の
一
一
供
に
相
賞
す
る
面
積

を
以
て
計
算
す
。

米
穀
統
制
組
合
の
設
立
に
は
・
共
の
地
匝
内
に
於
て
右
の
組

合
員
た
る
奪
格
を
布
す
る
者
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
必
婆

と
す
る
が
、

一
旦
そ
れ
が
設
立
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
地
区
内

の
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
総
て
組
合
員
と
友
る
。

の
米
穀
統
制
組
合
は
、
組
合
に
於
て
統
制
す
べ
き
米
穀
の
数
量

を
組
合
員
に
割
蛍
て
、
組
合
に
於
て
統
制
す
べ
き
米
殺
を
貯
蔵

し
、
組
合
員
に
封
し
共
の
貯
蔵
米
穀
に
つ
き
資
金
の
融
通
又
は

米
穀
自
治
管
理
訟
の
貨
施

斡
旋
を
友
し
、
貯
蔵
米
殺
の
倉
市
誇
匁
を
議
行
し
、
ま
た
貯
版

を
解
除
さ
れ
た
米
殺
の
委
託
販
寅
を
た
し
得
る
。
而
し
て
判
合

員
に
割
蛍
て
、
州
肌
合
に
於
て
貯
蔵
す
る
米
穀
は
、
原
則
と
し
て

農
林
大
臣
の
定
む
る
後
件
に
適
合
す
る
常
該
年
産
の
水
問
機
籾

を
以
て
す
る
こ
と
t
h

な
っ
て
ゐ
る
。

吏
に
内
地
及
ぴ
外
地
に
は
夫
々
地
方
米
穀
統
制
判
A
A

口
聯
合
九
四

(
内
地
は
溢
附
幌
、
州
知
は
泊
よ

λ

虫
一
例
は
州
を
阪
城
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す
)
を
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け
、
そ
の
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1
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'
}
り
山
内
…
小

各
系
統
制
合
に
到
す
る
貯
縦
米
の
割
営
は
、
そ
の
匝
域
内
に
於

け
る
米
殺
の
販
賀
高
、
生
産
高
、
一
回
域
外
へ
の
移
出
高
等
を
参

酌
し
て
之
を
決
定
す
る

3

百
一
、
こ
の
制
山
市
貯
府
米
に
卸
し
て
は
、
内
地
米
の
債
格
が
掠

準
最
低
債
絡
の
上
値
一
割
以
上
に
達
し
、
政
府
よ
り
解
除
の
許

こ

可
が
あ
る
ま
で
、
そ
の
貯
蔵
を
纏
観
す
る
義
務
が
あ
る
。
従
つ

て
米
慣
が
低
く
し
て
、
営
該
米
穀
年
度
を
越
ゆ
る
も
、
貯
蔵
米

を
解
除
す
る
機
舎
が
友
い
揚
合
に
は
、
内
地
に
あ
り
て
は
標
準

最
低
債
格
を
以
て
、
外
地
に
在
り
で
は
米
生
産
費
、
物
償
、
共

銘
四
十
三
谷

七
市
九

第
五
競

匹l



米
毅
自
治
管
理
法
の
究
施

他
の
経
済
事
情
を
参
酌
し
て
定
め
る
債
格
を
以
て
、
政
府
に
之

を
買
上
げ
る
。

四
‘
上
述
の
過
剰
米
統
制
を
岬
摘
す
も
、
米
穀
の
供
給
過
剰
に

し
て
、
米
慣
が
燦
準
最
低
依
絡
を
下
ら
ん
と
す
る
虞
あ
る
と
き

は
、
内
地
及
び
外
地
に
於
て
、
地
方
米
穀
統
制
組
合
聯
合
合
叉
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統
制
組
合
を
し
て
、
第
二
次
的
に
市
揚
の
供
給
過
剰
米
の
統
制

を
た
さ
し
め
る
。
而
し
て
此
の
第
二
突
の
過
剰
米
統
制
に
闘
し

て
は
、
そ
の
解
除
、
政
府
へ
の
貿
k
等
は
第
一
次
過
剰
米
統
制

の
揚
合
に
準
や
る
。

五
、
か
く
第
一
次
の
一
過
剰
米
統
制
は
米
穀
統
制
組
合
で
行
ふ

が
、
併
し
米
穀
統
制
組
合
又
は
そ
の
聯
合
舎
の
匝
域
に
、
米
穀

を
取
扱
ふ
販
貰
組
合
又
は
そ
の
聯
合
命
日
が
あ
り
、
旦
っ
こ
の
米

穀
販
費
組
合
に
し
て
其
の
匝
域
門
に
於
け
る
米
穀
統
制
組
合
の

組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
二
分
の
一
以
上
を
共
の
組
合

員
と
す
る
も
の
に
限
り
、
米
穀
統
制
組
合
に
代
行
す
る
こ
と
が

出
来
る
、
ま
た
道
府
腕
米
穀
販
費
組
合
聯
合
舎
に
し
て
共
の
所

属
組
合
中
、
米
穀
統
制
組
合
の
事
業
を
行
ふ
組
合
が
其
の
区
域
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四
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内
に
於
け
る
米
穀
統
制
組
合
及
共
の
事
業
を
行
ふ
圏
惜
の
二
分

の
一
以
上
に
達
す
る
も
の
に
限
り
、
道
府
鯨
米
穀
統
制
組
合
聯

合
舎
に
代
行
す
る
と
と
が
出
来
る
。
内
地
の
金
園
版
賓
組
合
聯

ん
口
命
日
(
全
版
聯
)
は
、
内
地
の
中
央
米
穀
統
制
制
合
聯
合
命
日
に
代
行

ず
る
を
得
な
い
が
、
併
し
内
地
過
剰
米
の
系
統
制
ム
口
に
針
す
る

J
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a
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r弓
【

』

戸

日

X
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〆四一ト
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h

、ロミ
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、ノ己
ra
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ι
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凶
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u
e
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向

Iη
ト

h
f
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4ブ
日
七
一
吋
A
』
副
吋
田
知
L

日

d
Z
F
d
t
H
H
d
d
y

る
こ

k
h
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
「
全
版
聯
」
は
自
治
管
理
法
の
賞

施
上
に
重
要
注
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
。

更
に
米
穀
統
制
組
合
の
匝
域
内
に
米
穀
販
賓
組
合
の
左
い
揚

合
に
は
農
舎
を
以
て
代
行
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
米
穀
自
治
管
理
法
の
長
所
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
黙
は
、

第
一
に
幾
分
た
り
と
も
米
穀
特
別
合
計
上
の
損
失
を
少
〈
し
得

る
乙
ム
」
で
る
る
。
部
ち
内
外
地
を
通
じ
て
過
剰
米
を
民
間
で
貯

識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
政
府
の
買
上
米
数
景
を
少

く
し
得
る
。
併
し
米
債
が
低
く
、
営
該
年
度
を
越
ゆ
る
も
貯
蔵

米
を
解
除
す
る
機
舎
の
・
た
い
と
き
は
、
之
を
政
府
に
買
上
げ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
揚
合
に
は
米
穀
統
制
法
に
比
し
て
、
政



府
の
財
政
負
櫓
は
減
少
し
た
い
。
併
し
こ
の
貯
蔵
米
は
、
米
債

が
標
準
最
低
債
格
の
上
値
一
一
割
以
上
に
達
す
れ
ば
解
除
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
貯
蔵
期
聞
が
比
較
的
短
く
て
す
む
可
能

性
が
あ
る
か
ら
、
政
府
の
財
政
的
負
捨
が
幾
分
摂
滅
さ
れ
る
@

第
二
に
此
の
貯
蔵
過
剰
米
は
、
米
僚
が
標
準
最
低
僚
絡
の
上

値
一
一
割
以
上
に
遣
す
る
際
に
は
解
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

之
に
よ
っ
て
端
境
期
に
於
け
る
米
「
有
が
ず
れ
」
と
米
債
高
L
」を

防
止
し
、
米
消
費
者
犬
衆
K
も
ま
た
糊
坊
矧
仰
い
飯
米
を
購
入
せ

ざ
る
を
作
歌
い
貧
農
府
に
も
有
利
た
る
作
川
を
及
ぼ
ナ
。

第
三
に
従
来
殆
ど
手
が
燭
れ
ら
れ
な
か
っ
た
外
地
米
の
移
入

が
過
剰
米
の
形
式
で
統
制
さ
れ
る
と
と
h

な
り
、
そ
れ
だ
け
牧

穫
直
後
の
内
銚
移
入
が
減
守
る
こ
と
L
友
る
か
ら
、
従
っ
て
出

廻
矧
に
於
凶
り
る
内
地
米
債
格
に
劃
す
る
摩
迫
が
緩
和
さ
れ
る
。

・
次
に
自
治
管
理
法
の
都
民
動
蛇
に
そ
の
殻
県
K
針
ナ
る
疑
黙
と

し
て
考
へ
ら
れ
る
庭
は
、
第
一
に
自
治
管
理
法
の
議
動
さ
れ
る

前
提
と
し
て
は
、
内
外
地
を
通
じ
て
過
剰
米
の
存
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
が
、
併
し
幾
何
の
遁
刺
米
が
あ
れ
ば
鼓
動
さ
れ
る

の
か
‘
乙
の
賠
に
関
す
る
規
定
が
た
い
。
ま
た
過
剰
貯
蔵
米
の
解

米
穀
自
治
管
調
法
の
寅
施

除
は
、
原
則
と
し
て
米
慣
が
標
準
最
低
債
絡
の
上
値
一
一
割
以
上

に
あ
る
揚
合
に
限
り
出
来
る
か
ら
、
と
の
賭
か
ら
見
て
管
理
法

も
米
債
が
標
準
最
低
債
格
の
上
値
一
一
割
配
下
ら
友
け
れ
ば
費
動

さ
れ
友
い
と
解
せ
ら
れ
る
弐
第
で
あ
る
が
、
自
治
管
理
法
委
動

の
ニ
傑
件
を
積
極
的
に
明
確
に
規
定
し
て
置
く
方
が
、
公
正
で

宜
し
く
は
な
い
か
。

第
二
に
自
治
管
理
法
の
務
動
さ
れ
る
の
は
、
過
剰
米
の
生
子

る
内
外
地
米
と
も
平
年
作
以
上
の
作
柄
の
年
で
あ
お
。
さ
れ
ば
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法
は
殻
動
さ
れ
た
い
か
ら
、
か
L
る
年
に
は
依
然
と
し
て
端
境

期
の
米
債
高
や
米
「
有
が
す
れ
」
を
生
や
る
虞
が
あ
る
。
而
し
て

斯
か
る
貯
蔵
過
剰
米
の
存
し
た
い
年
に
は
、
米
穀
統
制
法
の
持

つ
短
所
で
あ
る
所
の
、
米
債
の
引
下
げ
に
針
し
力
が
弱
い
乙
と

は
向
隠
そ
の
ま
L
存
績
す
る
も
の
と
云
は
友
け
れ
ば
な
ら
ね
。

第
三
に
此
の
過
剰
米
の
刻
首
は
、
内
地
百
分
の
=
一
十
五
、
朝

鮮
百
分
の
四
十
一
ニ
、
嘉
湾
百
分
の
二
十
二
の
刻
合
を
以
て
統
制

さ
れ
る
が
、
爾
徐
の
外
地
米
に
就
い
て
は
、
自
由
に
内
地
へ
移

入
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
内
地
へ
入
込
む
外
地
米
が
内
地

第
四
十
三
巻
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米
穀
自
治
的
日
潤
訟
の
安
施

米
債
格
に
引
き
づ
ら
れ
て
、
そ
の
産
地
の
費
用
債
格
よ
り
も
引

上
げ
ら
れ
る
と
と
L
た
る
こ
と
は
、
今
後
も
繕
績
ず
る
。
従
つ

て
外
地
米
は
依
然
と
し
て
内
地
米
の
犠
牲
に
於
て
過
大
に
利
得

を
占
め
る
と
と
ミ
在
る
践
が
あ
る
。

第
四
に
自
治
管
理
訟
も
氷
穀
の
流
通
組
組
の
統
制
で
あ
れ
ν
、

米
般
の
生
応
統
制
策

hc作
っ
て
ぬ
な
い
か
ら
、
米
穀
は
外
地
に
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に
つ
い
て
も
代
作
の
喫
附
正
ハ
仙
k
っ
き
研
究
す
ぺ
脅
で
る
る
。

第
五
に
過
剰
貯
臓
米
の
解
除
酷
で
あ
る
が
、
米
慣
が
棋
準
最

低
債
格
の
上
値
一
一
割
以
上
に
達
す
れ
ば
解
除
さ
れ
得
る
が
、
本

法
の
適
用
さ
れ
る
年
は
過
剰
米
の
多
量
に
あ
る
豊
作
の
年
で
あ

る
か
ら
、
米
慣
が
こ
の
解
除
黙
に
建
し
た
か
ら
と
て
.
直
ち
に

貯
蔵
米
を
解
除
す
れ
ば
、
米
債
を
し
て
最
低
慣
格
以
下
に
下
落

せ
し
め
る
虞
が
あ
る
。
従
っ
て
貯
破
米
の
解
除
後
は
、
た
る
べ

く
之
を
卒
均
質
せ
し
む
る
や
ろ
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。

第
六
に
過
剰
米
の
統
制
は
原
則
と
し
て
米
穀
統
制
組
合
を
し

て
営
ら
し
め
る
が
、
と
の
過
剰
米
の
統
制
は
毎
年
起
る
も
の
で

な
く
、
豊
作
の
年
に
の
み
起
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
.
従
っ
て
共
の

活
動
力
も
自
然
鈍
る
虞
が
あ
る
。
従
っ
て
此
の
統
制
組
合
に
代

行
す
べ
き
米
穀
販
賀
川
相
ム
円
の
稜
遠
の
少
た
い
外
地
に
於
て
、
と

第
四
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省
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の
虞
が
多
分
に
あ
る
。
内
地
に
於
て
は
米
穀
統
制
組
合
に
代
行

す
る
も
の
は
主
と
し
て
米
穀
販
貿
組
合
と
な
る
で
あ
ら
う
が
、

之
が
代
行
し
得
な
い
揚
介
に
は
、
農
舎
が
代
行
機
闘
と
し
て
現

れ
る
。
従
っ
て
と
の
際
に
は
販
貸
机
ム
円
と
農
舎
と
の
聞
に
充
分

怒
る
協
調
を
剛
ら
し
め
る
こ
と
が
必
姿
と
友
る
。

第
七
に
貯
成
す
べ
き
過
剰
米
は
版
則
と
し
て
農
林
犬
阻
の
定

め
る
康
H
i
こ
置
を
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上
優
れ
て
ゐ
る
上
に
、
貯
政
解
除
の
際
に
は
籾
は
更
に
之
を
玄

米
に
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
解
除
後
の
市
揚
殺
到
を
絞

和
す
る
と
い
ふ
利
訴
が
あ
る
。
併
し
自
治
管
現
法
に
は
玄
米
を

小
作
料
と
し
て
収
得
す
る
地
主
も
参
加
す
る
か
ら
、
地
主
も
そ

の
収
得
小
作
米
を
籾
を
以
て
貯
職
ぜ
ん
と
す
れ
ば
、
内
地
も
外

地
の
如
く
、
現
校
の
水
旧
の
支
米
小
作
料
を
籾
小
作
料
に
改
定

す
る
と
と
が
必
要
と
た
り
、
ま
た
小
作
料
た
る
籾
収
納
に
際
し

籾
品
質
検
査
の
賓
施
と
云
ふ
悶
難
た
る
問
題
も
起
っ
て
来
る
。

さ
れ
ば
内
地
で
は
玄
米
小
作
料
を
籾
小
作
料
化
す
る
と
い
ふ
逆

行
を
敢
で
し
た
い
で
、
寧
ろ
今
日
の
現
物
小
作
料
は
之
を
金
納

小
作
料
化
し
、
直
接
の
米
作
農
民
の
み
を
以
て
米
穀
統
制
組
合

又
は
そ
の
代
行
圏
慌
の
組
合
員
た
ら
し
む
乙
と
が
籾
貯
臓
の
知

か
ら
も
便
宜
で
あ
ら
う
。


